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感染症臨床研究ネットワーク事業の背景と目的
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〇背景と目的

⚫ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）においては、ワクチンや治療薬の開発に対する平
時からの産官学連携での取組等が不十分であった結果、国産ワクチンや治療薬の実用化に時
間を要した

⚫ 加えて、一類・二類感染症等の患者の入院診療を行う「感染症指定医療機関」が必ずしも臨
床研究の実施機関とならず、臨床研究の実施に困難が生じるという課題も存在した

⚫ このため、検査方法や治療薬等研究開発の基盤として新型コロナ禍に構築された「新興・再
興感染症データバンク（REBIND）」を発展的に拡張させ、平時より感染症に関する医薬品
の研究開発に協力可能な「感染症指定医療機関」等から成る感染症臨床研究ネットワークを
構築し、感染症の科学的知見の創出や医薬品等の研究開発を実施する体制の整備を行う

⚫ そのために、平時より臨床研究を実施するとともに、有事の際の迅速な臨床研究の開始に向
けた研修や訓練を行う

⚫ また、感染症危機発生時には、このネットワークを活用して、迅速に医薬品の臨床研究を実
施することを可能とするための体制を構築する



（参考）新興・再興感染症データバンク（REBIND）について
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⚫ 予防・治療法が確立されていないパンデミック等に移行する懸念がある新興・再興感染症に対して、病態解明、

バイオマーカー・治療薬・ワクチンの開発や効果の評価等のために、患者・病原体ゲノムデータ、臨床データ、

病原体の集積を行う

感染症指定医療機関を中心に現在35施設が参加中
（参加手続き済 25施設、手続き中 10施設。2023年９月末現在）

参考：REBIND（新興・再興感染症データバンク事業）| Repository of Data and Biospecimen of INfectious Disease (ncgm.go.jp)

https://rebind.ncgm.go.jp/


感染症臨床研究ネットワーク /REB INDのイメージ
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ネットワークの
活用提案

臨床試験(治験)
に関する相談

製薬企業
研究者

研究実施機関

（特定・1種感染症指定医療機関）
推薦都道府県

連携

学術的支援 研究実施支援

研究支援機関

委託厚生労働省

事務局

研究開発（治験）実施登録連携

連携
※ 特定感染症指定医療機関は、

厚生労働省が指定する



R６年度 研究実施機関一覧（14施設）

【特定】りんくう総合医療センター

【一】市立札幌病院

【特定】成田赤十字病院

【一】自治医科大学附属病院

【特定】国立国際医療研究センター病院

【一】日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院

【特定】常滑市民病院

【一】広島大学病院

【一】東北大学病院

【一】国際医療福祉大学成田病院

【一】福岡東医療センター

【一】長崎大学病院

【一】岡山大学病院

【一】京都府立医科大学附属病院
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➢ R６年度は以下の特定・第一種感染症指定医療機関１４施設の参加を得て、感染症臨床ネットワークを構築



感染症臨床研究ネットワーク/REBIND事業の機関登録要件
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研究実施機関

⚫ 厚生労働省、都道府県等（自治体・保健所等）と連携して患者の受け入れを行う特定・第１種感染症指定医療機関で
あること
※特定感染症指定医療機関は、厚生労働省が指定。第一種感染症指定医療機関は、都道府県が推薦
※原則、各都道府県に１医療機関。ただし、特定感染症指定医療機関を持つ都府県は、特定感染症指定医療機関に加
え、第一種感染症指定医療機関を加えることができる

⚫ 感染症法に基づく予防計画による新型インフル等感染症の外来及び入院の受け入れ体制が確保されていること
⚫ 平時より、ネットワークを活用した臨床研究を行うとともに、定期的な研修・訓練に参加できること
⚫ 有事にも、臨床研究に積極的に参加する意向があること
⚫ 以下のいずれかに該当すること：

1. 自院で臨床研究を遂行する能力を確保する意向がある
2. 自院のリソースで臨床研究の遂行が困難な場合は、 研究支援機関と支援契約を締結する意向がある

⚫ 新興・再興感染症データバンク事業(REBIND)に加入していること（契約時までに加入）
⚫ 本事業のネットワーク会議に参加すること

研究支援機関

⚫ 支援を必要とする研究実施機関の臨床研究を、科学的・技術的観点から助言等の支援ができる医療機関であること
※支援する研究実施機関は、研究実施機関のニーズ・研究支援機関のシーズ・地理的な条件等をもとに、管理運営支
援室にて決定する

⚫ 臨床研究の研究代表者（PI）にもなる体制、臨床研究中核病院であることが望ましい
※臨床研究中核病院以外の場合は、厚生労働省と相談を行う

⚫ 平時より、定期的な研修・訓練に参加でき、パンデミック時にも備えた準備が行えることが望ましい
⚫ 有事においても、事務局と連携し、臨床研究の支援を行うことが可能な機関であることが望ましい
⚫ 本事業の、パンデミックにも備えた平時からの戦略会議に参加することが望ましい
⚫ 支援を行う旨の合意を締結することが可能であること

要件の詳細については、実証事業を実施する中で検討を進める。



感染症臨床研究ネットワークの医療機関補助のイメージ
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研究実施機関

（特定、第一種感染症指定医療機関）

学術的支援 研究実施支援

研究支援機関

委託厚生労働省

事務局

補助金

連携

補助率：10／10

（内訳）
⚫ 人件費

• 上級研究員
• 臨床研究コーディネーター
• 事務員

⚫ システム導入維持経費
⚫ 研修・訓練費

※令和６年度は約2000万円/１医療機関
令和７年度は調整中であり、未定



感染症臨床研究ネットワーク事業について
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自治体のみなさまに依頼したいこと

◆ 実証事業開始まで
⚫ 感染症臨床研究ネットワーク事業に参加いただく研究実施機関（第一種感染症指定医療機関）を推薦いただ

きたい
※ 特定、第一種感染症指定医療機関において、早期に臨床研究を立ち上げる体制を構築できる医療機関
※ 特定感染症指定医療機関を持つ都道府県（千葉県、東京都、愛知県、大阪府）においては、特定感染症

指定医療機関に加え、第一種感染症指定医療機関を加えることができる
⚫ 厚生労働省及び事務局から医療機関への説明の際に同席いただきたい

◆ 実証事業開始以降
現時点では、以下の内容を検討しています
⚫ 感染症事案発生時に、厚生労働省と連携して、入院先の選定・調整を実施
⚫ 有事に備えた訓練への参加
⚫ 事業の本格展開に向けて、厚生労働省、事務局、研究実施医療機関等との協議への参加

実証事業に参加することへのメリット
• 平時及び有事の感染症対策の情報共有、及び科学的知見の創出
• 国際的に利用可能な本邦未承認治療薬等の世界標準的な治療の提供
（例：エムポックスにおける治療薬テコビリマットの投与等）

• 当該感染症指定医療機関における臨床研究能力の向上、医療従事者等への魅力の向上
• 管内における感染症研究能力の向上



管理運営委員会

NCGM理事長・NIID所長

管理運営
支援室

アドバイザー

臨床研究
小委員会

病原体
小委員会

ヒトゲノム
小委員会

システム・
Dx

小委員会

利活用
小委員会

検体管理
小委員会

会計・契約
事務部門

事業の方針、運営に関する事項等の決定

監査部門

研究倫理部門

東大医
科研

ToMMo
ショーケース、統合DB

東大医科研

BBJ
試料長期保管

NIID
病原体ゲノ
ム解析、病
原体バンク

NCGM

知財・契約室

研究実施機関

研究支援機関

厚生労働省

施設協議会

都道府県

【審議事項】
・感染症臨床研究ネットワーク運営方針の検討
※臨床研究等の実施にあたり生じる個別の疑義
については管理運営委員会の議事対象としない

【協議事項】
・感染症臨床研究ネットワーク事業で実施す
る臨床研究等に関する意見交換、及び情報共
有を行う
（原則として、委員会で審議を行い、他機関
やアドバイザーを含めた意見交換、及び情報
共有を想定）

※本事業の実施体制については、協議会の議
事対象としない

運営母体

感染症臨床研究ネットワークの体制（イメージ） 参考資料
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新興・再興感染症臨床研究ネットワークにおける
研究実施機関と研究支援機関の連携（イメージ図）
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➢ 研究実施機関からのニーズ・研究支援機関からのシーズ・医療機関の地理的な要因、等を事務局は総合的に検討

し、研究支援機関の決定を行う

➢ 研究支援機関は、研究実施機関に対して、助言等のサポートを行い、円滑に臨床研究を進める

研究実施機関

（特定・1種感染症指定医療機関）

学術的支援 研究実施支援

研究支援機関

（臨床研究中核病院が望ましい）

※要件を満たせば、研究実施機関とあわせて指定可（兼務可）

臨床研究に

関する相談
臨床研究全般の

相談対応

臨床研究に関する個別相談

（統計、データマネジメント、知財、

医療情報管理、薬事、人材教育、等）

事務局

【平時からの戦略会議】

パンデミック時などには、複数の課題に

対応する必要があるため、平時より担当

などを検討していく

参考資料



研究実施機関
REB IND参加施設とネットワーク参加施設の整理
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➢ R７年度以降は１都道府県毎に第一種感染症指定医療機関１施設に参加していただき、ネットワークの拡大を目指す（②③）
➢ 自治体さまとの説明会後、第一種の感染症指定医療機関を1施設ご推薦いただきたい

※本事業はデータバンク機能を兼ね備えるためREBINDへの加入を要件としているため、現時点での③REBIND未加入の医療機関
については、ネットワーク事業へ参加の際にはREBINDへの加入が必要となる

都道府県 医療機関名

大阪府 大阪市立総合医療センター

埼玉県 埼玉医科大学病院

富山県 富山県立中央病院

東京都
地方独立行政法人東京都立病

院機構東京都立荏原病院

青森県 青森県立中央病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

静岡県 静岡市立静岡病院

東京都
地方独立行政法人東京都立病

院機構東京都立墨東病院

② REBIND加入・NW未加入
特定・第1種感染症指定医療機関

９施設

特定・１種

感染症指定医療機

関５８施設

NW事業加入

１４施設

REBIND加入
40施設

②

③

所在地 病院名 所在地 病院名

岩手県 盛岡市立病院 鳥取県 鳥取県立厚生病院

秋田県 秋田大学医学部附属病院 島根県 松江赤十字病院

山形県 山形県立中央病院 山口県 山口県立総合医療センター

福島県 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 徳島県 徳島大学病院

茨城県 ＪＡとりで総合医療センター 香川県 香川県立中央病院

群馬県 群馬大学医学部附属病院 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

神奈川県 横浜市立市民病院 高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

新潟県 新潟市民病院 佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

石川県 石川県立中央病院 熊本県 熊本市立熊本市民病院

福井県 福井県立病院 大分県 大分県立病院

山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院 宮崎県 県立宮崎病院

長野県 長野県立信州医療センター 沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

岐阜県 岐阜赤十字病院 沖縄県 琉球大学医学部付属病院

三重県 伊勢赤十字病院

滋賀県 市立大津市民病院 埼玉県 防衛医科大学校病院

兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院 東京都 東京都立駒込病院

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター 東京都 自衛隊中央病院

和歌山県 日本赤十字社　和歌山医療センター 大阪府 堺市立総合医療センター

③ 現時点でREBINDへ未加入の第1種感染症指定医療機関35施設（参考）

①

① NW参加医療機関14施設（うちREBIND加入中２施設）

参考資料
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